
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所・団体・自治会向け 

無料で講師を派遣します 

先着 

５団体 

言語の違いはあっても、簡単な日本語であれば理解できる

外国人市民は多く、情報提供やコミュニケーションの方法

として「やさしい日本語」を活用することが大切です。 

社員研修や勉強会等にぜひご活用ください。 

講
座
内
容 

 多文化共生とは？ 

「やさしい日本語」の必要性、話し方のコツ 

 ワークショップ 

  上記の内容で、計 90分程度 

講
師 

丹波市人権啓発センター職員 

神澤 公大（入門・やさしい日本語認定講師） 

対
象 

丹波市内の事業所や団体（外国人雇用の有無は問いません） 

自治会など 

場
所 

派遣先会議室等（会場をご用意ください） 

お問合せ 人権啓発センター人権推進係 電話 0795-82-0242 

□ 日本人従業員と外国人従業員が 

  コミュニケーションをとれていない 

□ 外国人従業員の雇用を考えているが 

  コミュニケーションに不安がある 

□ 困っている外国人の力になりたい 

 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

こんな悩みはありませんか？ 

申込フォームから 

お申込みください 申
込
方
法 

本出前講座は、外国人に日本語

を教える講座ではありません。 

主に、日本人従業員などが対象

です。 


